
 

 

平成２６年 ５月２６日 

 

オープンカウンタ公告 

 

１ オープンカウンタ番号  ２６０５２６ 

 

２ オープンカウンタに付する業務 

 

（１）件 名  沖縄職業能力開発大学校第三駐車場フェンス設置その他工事設計監理業務 

 

（２）業務場所  沖縄県沖縄市池原２９９４－２ 

 

（３）業務内容    「沖縄職業能力開発大学校第三駐車場フェンス設置その他工事設計監理業務

委託仕様書」（以下「仕様書」という。）記載のとおり。  

 

（４）履行期間 

ア 設計期間：契約締結の翌日から平成２６年 ７月１０日 

イ 監理期間：当該設計業務に係る工事の工期初日から工期末日の１４日後までとする。 

（ただし、その日が当該年度末日を越える場合は、当該年度末日を期間の最終日とする。） 

 

３ 仕様書の設置場所・交付方法 

  仕様書等は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄職業能力開発大学校総務課内に設

置することとし、閲覧を行う。 

  なお、仕様書は持出可とするが、見本原本の持出は厳禁とする。 

  また、電子メールにて仕様書の送付を希望する場合は、会社名、担当者名及び電話番号を記入の上、 

okinawa-college03@jeed.or.jpあて送信すること。 

※ 電子メールの件名は『５月２６日付公告オープンカウンタ番号２６０５２６の仕様書送付依

頼』とすること。 

 

４ 競争参加資格 

  ①見積書提出期限において有効な厚生労働省の一般競争参加資格の「建築関係建設コンサルタント」に 

  係る「Ａ等級」「Ｂ等級」または「Ｃ等級」のいずれかの認定を受けている者であって、沖縄県内に本 

   社、支店又は営業所のいずれかを有する者であること。 

    ②独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構監理業務委託要綱第６条（別紙２参照）による監

督員を配置することができる者であること。 

 

５ 仕様説明会の有無    無 

 

６ 見積書提出期限及び提出場所 

（１）提出期限  平成２６年 ６月 ９日（月） １６時まで 

（２）提出場所   独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄職業能力開発大学校総務課に

設置する見積書投函箱に投函して提出すること。 

         なお、見積書の郵送による提出を認めるが、郵送する場合は、下記９あてに書留郵

便等で送付するものとする。また、封筒の表面に「平成２６年５月２６日付オープ

ンカウンタ公告 件名：○○○○○○」及び「会社名」を記入すること。 

          ただし、その受領期限は以下の日時までとし、同時刻までに到着しないものは無

効とする。 

         平成２６年 ６月 ９日(月) １６時まで 



 

見積書の様式 見積書は、自社の見積書（任意様式）によることとする。なお、見積書には以下の

事項を必ず記載すること。 

（１）オープンカウンタ番号 

（２）調達件名 

（３）金額（消費税抜きの金額） 

（４）金額の内訳（見積書に記載できない場合は、別紙として添付） 

    ※ 見積書の日付は、 提出日（公告期間内であること）とすること。 

    ※ 見積書には、必ず厚生労働省の資格審査結果通知書の写しを添付すること。 

 

７ 見積結果の開披日時及び場所 

（１）日  時    平成２６年 ６月１０日（火） １５時以降 

（２）場  所    沖縄職業能力開発大学校 総務課窓口において公開すること。 

 

８ 契約書等提出の有無  有（請書） 

 

９ 問い合わせ先 

  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄職業能力開発大学校 総務課 経理係 

     電話 ０９８－９３４－６２８２ FAX ０９８－９３４－６２８７ 

 

10 その他 

  見積書の提出に当たっては、オープンカウンタ方式参加心得書（沖縄職業能力開発大学校ＨＰに掲載）

を熟読すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オープンカウンタ公告の別紙２） 

 

監 理 業 務 委 託 要 綱（抜粋） 
 

 

（監督員の資格） 

第６条 主任監督員は、１級建築士として５年以上の監理の実務経験を有し、当該工事を充分監理する

能力を有するものとする。ただし、監理対象工事の設備工事が単独又は主の場合は、機構と協議の上、

建築設備士等とすることができる。 

２ 建築の監督員は、１級建築士又は２級建築士とする。ただし、２級建築士の場合は、 １０年以上

の監理の実務経験を有するものとする。なお、巡回監督の場合は、１級建築士とする。 

３ 電気設備の監督員は、電気主任技術者（電気事業法）、電気工事施工管理技士、建築設備士、設備

一級建築士若しくは建築設備検査資格者とする。ただし、資格を有しない者の場合であっても、１０

年以上の監理の実務経験を有する場合は、機構と協議し、監督員とすることができる。 

４  機械設備の監督員は、管工事施工管理技士、建築設備士、設備一級建築士若しくは建築設備検査資

格者とする。ただし、資格を有しない者の場合であっても、１０年以上の監理の実務経験を有する場

合は、機構と協議し、監督員とすることができる。 


